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ごあいさつ 

 

 

 

近年、全国的な少子・高齢化、景気の長期低迷、高度情報化社会を背景

として、人々の価値観やライフスタイルが多様化し、地方自治体を取り巻

く環境は大きく変化しています。 

また、障がい者福祉行政も、措置制度から支援費制度、そして障がい者

自立支援法へと目まぐるしく制度が変わっています。 

そのような中、応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法を廃止し、

制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系

整備等を内容とする「障害者総合支援法」の制定に向け国では具体的な検

討が進められています。 

平成２３年度は、芦北町障がい福祉計画・障がい者福祉計画の見直しの

年度です。平成１８年度から平成２３年度の期間、町においても、計画の

基本施策及び重点施策を踏まえ、様々な事業に取り組みました。 

その結果、少しずつではありますが、障がいに対する地域の理解・障が

いのある方一人ひとりの特性に応じた支援は着実に浸透しつつあります。 

このたび、本町の障がい福祉行政の現状と課題を整理し、新たに障害福

祉サービス及び地域生活支援事業の数値目標を掲げた「障がい福祉計画」、

そして、障がい福祉をベースとしたまちづくり・意識づくりの分野を含む

「障がい者プラン」を策定し、更なる具現化を図るべく障がい者福祉にお

ける幅広い施策を総合的に取り組んでまいります。 

これらの計画に定める施策の実現に向けましては、関係課はもちろんの

こと、障がいのある人、各種団体、地域住民と互いに緊密な連携を図りな

がら取り組んでまいります。 

今後とも、障がいのある人や家族はもとより、関係機関・団体をはじめ

町民皆様の御協力をいただきながら、本計画を実現するために一層の御理

解と御協力をお願い申し上げます。 

 終わりに、本計画策定にあたり多大な御尽力をいただきました策定委員

の皆様をはじめ、障がい福祉関係機関に心から感謝を申し上げます。 

  

平成２４年３月 

芦北町長 竹 﨑 一 成 
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第１章 計画の策定 
 
１．計画策定の背景 

 国では、平成２１年（２００９年）１２月に「障害者の権利に関する条約（仮称）」

の内法の整備として障がい保健福祉施策の集中的な改革を行うため「障がい者制度改革

推進本部」を設置し、下部組織として「障がい者制度改革推進会議」を開催され障がい

者制度改革へ向けた取り組みが行われ、「障害者総合福祉法」の制定に向けた提言がま

とめられました。 

 その過程の中で平成２３年８月に「改正障害者基本法」が公布・施行され、障がい者

の定義の見直しを行うとともに、障がいの有無にかかわらず人格と個性を尊重する「共

生社会」の実現を法の目的に掲げました。 

 また、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障がい保健福祉施策を

見直すまでの間において障がい者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律（整備法）」が平成２２年１2月に公布され、「障害者自立支援法の一部改正」、

「児童福祉法施行令の一部改正」等により、平成２５年８月の「障害者総合福祉法」の

制定に向け準備が進められています。 

  

２．計画策定の趣旨 

 本町は、障害者基本法の考え方を踏まえ、平成１８年度から平成２３年度までの計画

期間とする「芦北町障がい者プラン」を策定し、ノーマライゼーションやユニバーサル

デザインの理念のもと、障がい者の「自立と社会参加」を目標に、施策を推進していま

す。 

この総合的な障がい者施策を推進する一方、障害者自立支援法が施行され、平成１９

年３月に「第１期芦北町障がい福祉計画」、平成２１年３月には「第２期芦北町障がい

福祉計画」を策定し、障害者自立支援法の枠組みを踏まえたサービスの数値目標を設定

するとともに、サービスを提供するための体制の確保や推進を図ってきました。 

 これまでの両計画の推進を通して、障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、サービスの基盤整備に努めています。 

 国の障がい者制度改革が流動的な状況の中、引き続き、障害福祉サービス及び相談支

援等の充実を図るため、体制の整備を計画的に推進することが必要です。 

 

 

 
 
 
 

一般的に「障害」に用いる「害」という漢字には、「有害」「被害」等否定的でマイナスのイメ

ージが強い言葉に用いられることから、「不快感を覚える」等の意見があります。町では、こ

のことを勘案し、少しでも否定的なマイナスイメージを和らげるため、法令等の名称及びそれ

らの中で特定のものをさす用語、組織等の名称を除き、「害」を「がい」と標記することとして

います。 

「障がい」の標記について 
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３． 計画の対象者 

本計画の対象者は、「障害者自立支援法第４条第１項」に定義する身体障がい者、知

的障がい者、精神障がい者です。精神障がい者には、発達障がい、高次脳機能障がい

も対象に含まれています。 

 

４． 計画の期間 

 本町では、「障がい福祉計画」と「障がい者プラン」を一体的に策定します。 

 「障がい福祉計画」は、障害者自立支援法第８８条に基づいて、障害福祉サービス

等の基盤整備に関する数値目標を定める等実務的な計画として策定し、「障がい者プラ

ン」は、障害者基本法第９条に基づき、障がいがある人のためのまちづくりや意識づ

くりといった分野も含む総合的な計画として位置付けます。 

本計画は、「芦北町総合計画」をはじめ、「芦北町地域福祉計画」「芦北町次世代育成

支援計画」といった福祉分野の計画との整合性を踏まえて策定します。 

 ただし、国においては平成２５年８月までに障害者総合福祉法の実施を目指してい

るため、計画期間中に計画を見直すこととなる可能性があります。 

 

（障がい福祉計画と障がい者プランの比較） 

名 称 芦北町障がい福祉計画 芦北町障がい者プラン 

根拠法 障害者自立支援法 第 88条 障害者基本法 第１１条第３項 

性 質 
障害福祉サービス等の基盤整備に関

する数値目標を定めた実務的な計画 

障がい福祉をベースとした、まちづく

り、意識づくりといった分野も含む総合

的な計画 

状 況 
第１期計画 H１８～H２０ 

第２期計画 H２１～H２３ 

第１期計画 H１４～H１８ 

第２期計画 H１９～H２３ 

今 回 第３期計画 H２４～H２６ 第３期計画 H２４～H２９ 

（障がい福祉計画等の期間） 

計画期間 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

障がい福祉計画（障害者自立支援法）       

障がい者プラン（障害者基本法） 
 

  
 

  

(参考)地域福祉計画 
 

  
 

  

(参考)老人保健福祉計画       

(参考)次世代育成支援計画 
   

   

第２期 第３期 

第４期 第５期 

後期 前期 

第１期 第２期 
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５．計画の策定 

 両計画の策定にあたっては、障がいのある人やその家族等の当事者、障がい者団体の

意見を踏まえつつ、計画に反映することを基本とし、以下の体制で計画を策定しました。 

（１） 芦北町障害福祉計画・障害者福祉計画策定委員会の開催 

 障害福祉計画策定に係る意見及び助言や、その他障がい施策の効果的な推進を図る目

的から、各施設・各障がい者団体・各任意団体等の福祉、保健の代表者で構成される「芦

北町障害福祉計画・障害者福祉計画策定委員会」を設置し、障害福祉サービス及び地域

生活支援事業の数値目標、その他、障がい者プランに係る施策等の審議を踏まえて、今

回の計画を承認して頂いています。また、委員の名簿は、巻末資料に掲載しています。 

 また、平成２４年度からは、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて

障がい保健福祉施策を見直すまでの間において障がい者等の地域生活を支援するため

の関係法律の整備に関する法律」に基づく障害者自立支援法の一部改正を踏まえ、名称

を「障害者自立支援協議会」に改正し、地域の実情に応じて、当該役割を担う専門部会

の設置及び障がい福祉計画を定め、又は変更しようとする場合、あらかじめ自立支援協

議会の意見を聞くよう努めることとします。 

 

（２） 障害福祉サービス事業者及び障がい者団体へのヒアリング 

 計画の見直しにあたり、障害福祉サービスを運営する社会福祉法人、特定非営利活動

法人及び障がい者任意団体に対して、サービスに関する情報提供、団体運営等の課題に

関する意見を聴取するために、ヒアリングを実施しました。 

実施日 任意団体名・法人名 

芦北町手をつなぐ育成会 
平成２３年１１月１６日（水） 

芦北町精神障がい者家族会 

平成２３年１２月２２日（火） 芦北町身体障がい者福祉団体連合会 

社会福祉法人 光輪会 
平成２４年１月１１日（水） 

特定非営利活動法人 ひまわり芦北 

平成２４年１月１２日（木） 社会福祉法人 芦北福祉会 

社会福祉法人 志友会 
平成２４年１月１３日（金） 

特定非営利活動法人 ばらん家 

 

（３）障がい福祉計画・障がい者プラン策定委員会プロジェクトチームの設置 

芦北町障害福祉計画・障害者福祉計画策定委員会設置要綱第６条第６項に基

づき、計画の進捗状況の点検に関する基礎資料の収集、調査及び研究を行うた

め、関係機関の実務者で構成されるプロジェクトチームを設置しました。 

計画の進捗状況や評価について各関係機関の実務者から、現状と課題の報告

を受け、障がい者プランの検証と新たな課題等を整理しています。 



 - 7 - 

第２章 障がい者の状況 

１．全体の状況 

障がい者手帳所持者の状況として平成２３年度、身体障がい者手帳所持者が 1,683

人、療育手帳所持者が221人、精神障がい者保健福祉手帳所持者が174人です。 

また、本町の人口は、年々減少が進み、その中で、障がいのある人の割合は総人口の

約１０％を占めています。 

表１：総人口等の推移                          (単位：人) 

 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

総人口 21,173 20,870 20,543 20,290 20,010 

障がい者の人数 1,946 1,984 2,015 2,054 2,078 

身体障がい者 1,616 1,646 1,653 1,675 1,683 

知的障がい者 203 202 212 218 221 

内 

 

訳 精神障がい者 127 136 150 161 174 

※ 各年度の数値は４月１日の数値。            資料：住民基本台帳・福祉課 

 

２ 障がい者手帳数の推移 

 

 １級、２級の身体障がい者手帳所持者数が、全体の約４２％を占め重度の身体障がい

の割合が多く、一方、障がい別では、肢体不自由者が９２４名と全体の約５５％を占め、

次に、内部障がい（約2２％）、聴覚障がい（約１５％）、視覚障がい（約７％）、音声・

言語障がい（約1％）の順となっています。 

 療育手帳所持者数は、概ね横ばいの推移ですが、精神障がい者保健福祉手帳保持者数

は、年々増加しています。また、障がい者手帳を所持していない、発達障がい者、高次

脳機能障がい者数を含めると、本町の障がい者数は、手帳所持者数より多いものと考え

られます。 

○身体障がい者手帳 

表２ 身体障がい者手帳保持者数の推移                （単位：人） 

 平成 19 年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

１級 ４２６ ４３２ ４３０ ４２５ ４２６ 

２級 ２９１ ２９５ ２８９ ２８７ ２８３ 

３級 ２３２ ２４５ ２５２ ２５２ ２５９ 

４級 ４０６ ４１４ ４２０ ４４８ ４５２ 

５級 ９７ ９２ ９４ ９２ ８９ 

６級 １６４ １６８ １６８ １７１ １７４ 

合計 １，６１６ １，６４６ １，６５３ １，６７５ １，６８３ 

※各年度の数値は４月１日の数値。            資料：福祉課 
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表３ 障がい種別数の推移                         （単位：人） 

 平成 19 年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

肢体不自由者 ８８５ ８９８ ９１２ ９１６ ９２４ 

内部障がい者 ３４１ ３５３ ３５８ ３７２ ３７０ 

聴覚障がい者 ２２５ ２３６ ２３３ ２４２ ２５３ 

視覚障がい者 １４８ １４３ １３３ １２７ １１９ 

音声・言語障がい者 １７ １６ １７ １８ １７ 

合計 １，６１６ １，６４６ １，６５３ １，６７５ １，６８３ 

※各年度の数値は４月１日の数値。             資料：福祉課 

 

○療育手帳（知的障がい者手帳）  

表４ 療育手帳所持者数の推移                     （単位：人） 

※各年度の数値は４月１日の数値。             資料：福祉課 

 

○精神障がい者保健福祉手帳 

表５ 精神障がい者保健福祉手帳所持者数の等級別状況        （単位：人） 

 平成 19 年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

１級 ６７ ６９ ７０ ７１ ７６ 

２級 ６０ ６７ ７８ ８７ ９４ 

３級 ０ ０ ２ ３ ４ 

合計 １２７ １３６ １５０ １６１ １７４ 

※各年度の数値は４月１日の数値。           資料：福祉課 

 

表６ 精神障がい者通院医療受給者数の推移            （単位：人） 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

受給者数 179 151 165 

※各年度の数値は４月１日の数値。          資料：福祉課 

 

 

 

 

 平成 19 年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

Ａ(重 度) １１４ １１３ １１８ １２０ １２０ 

Ｂ(中軽度) ８９ ８９ ９４ ９８ １０１ 

合計 ２０３ ２０２ ２１２ ２１８ ２２１ 
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○年齢別（身体障がい） 

 ６５歳以上の身体障がい者手帳所持者数が占める割合は約７７％で、加齢に伴う身体

機能の低下による手帳の取得が多いことを表わしています。 

 

表６ 各障がい者手帳年齢別               （単位：人） 

身体障がい者  

肢 体 

不自由 

視覚 

障がい 

聴覚等 

言語障がい 

内部 

障がい 

計 

18歳未満 １０ ０ １ １ １２ 

18 歳～65 歳未満 225 ２８ ３９ ７７ ３６９ 

65歳以上 ６８９ ９１ ２３０ ２９２ １，３０２ 

総計 ９２４ １１９ ２７０ ３７０ １，６８３ 

※数値は、平成２３年４月１日の数値。          資料：福祉課 

 

 

 

 

【芦北町障害福祉計画・障害者福祉計画策定委員会 開催の様子】 
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第３章 障がい者プラン 

１．障がい者プランの位置づけ 

 

（１）計画の性質と役割 

 この計画は、障害者基本法第９条第３項の規定に基づく「障がい者のための施策に関

する基本計画」（障がい者プラン）で、本町の今後の障がい福祉施策の基本的な考え方

や具体的推進の方策等を明らかにし、障がい者施策の総合的な推進を図るものです。 

 町政運営の基本方針である「芦北町総合計画後期基本計画」（計画期間：平成２２年

度から平成２６年度）を上位施策とし、「町地域福祉計画・地域福祉活動計画」や「次

世代育成支援行動計画」等の関連計画との連携を行いながら、整合性をもって施策の推

進を図ります。 

 

 

【主な関連計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人にやさしいまちづくりの推進 

 「芦北町総合計画」での障がい者施策の取り組みとして、「人にやさしいまちづくり

の推進」を計画の大綱に、障がい者の社会参加の促進と生きがいづくりを項目として以

下のように計画しています。 

この計画の具体的取り組みとして、今回「町障がい者プラン」において基本施策及び

重点施策に反映しています。 

 

 

 
芦北町総合計画 

芦北町障がい者プラン 

町地域福祉計画 

町地域福祉活動計画 

町老人福祉計画 

町介護保険事業計画 

町次世代育成 

支援行動計画 

町災害時要援護者 

避難支援計画 
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○計画の方向性     「町総合福祉計画 ２７ページ抜粋」 

芦北町障がい者プランの適正な推進を図り、関係機関と連携を図りながら障がい者福

祉の向上に努めます。また、ノーマライゼーション理念の啓発につとめ、在宅サービス

や施設整備を行い、障がい者の自立と社会参加を促進します。 

 

○障がい者の社会参加の促進     「町総合福祉計画 ２８ページ抜粋」 

・ 障がい者が社会の構成員として地域の中で共同生活を送れるよう、グループホーム

等住環境を整備するとともに、就労支援の強化に努めます。 

・ ボランティア等の活動を通じて障がいへの理解を深め、関係機関や団体の連携を強

化し、地域社会に働きかけ、障がい者の社会参加を促進します。 

・ 障がいについての知識を普及する一方、障がい者の自立・自活のために必要な訓練・

指導等による社会的な援助や日常生活支援のための福祉サービスを充実していくと

ともに、健康保持・増進のための相談・支援に努めます。 

 

○障がい者支援体制の強化     「町総合福祉計画 ２８ページ抜粋」 

・ 自立支援協議会や障がい福祉計画及び障がい者プランを実施することで、障がい者

のニーズに対応できるよう支援します。 

・ 日常生活援助のほか、生活介護、就労継続支援等の各種在宅サービスをニーズに配

慮して実施するとともに、障がい者の相談支援体制を充実し、地域での在宅生活を

支援します。 

・ 施設サービスに対する障がい者のニーズを見極めながら、適切な施設整備を推進し

ます。 

 

（３）障がい者プランにおける基本施策、重点施策について 

芦北町障害福祉計画・障害者福祉計画策定委員会設置要綱に基づき、障がい者福祉計

画の進捗状況の点検に関する基礎資料の収集、調査及び研究を行うため、関係機関の実

務者で構成されるプロジェクトチームを設置しました。 

各関係機関の実務者から、それぞれの現場の立場を踏まえ、現状と課題について整理

し今後本町が取り組まなければならない項目を基本施策及び重点施策にまとめました。 

また各施策は、プロジェクトチームにおいて整理したニーズや課題等を踏まえ、計画

の目指す姿（基本理念）に向け、特に取り組んでいかなければならない項目を掲げてい

ます。 

一方、施策の基本理念は、「公助、共助、自助」の考えを整理しつつ、全ての住民は

福祉の受け手であり、同時に担い手ででもあるという「共助」の心を育て、住民が自主

的にまた積極的に寄り合い、お互いが認め合い、支えあいながら、障がいに対する理解

の普及に努める観点から設定しました。 
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２．障がい者プランの施策 

 障がい者プランは、地域福祉計画の個別計画でもあります。全ての住民は福祉の受け

手であり、同時に担い手でもあるという「共助」の心を育て、住民が自主的にまた積極

的に寄り合い、お互いが認め合い、支え合う地域福祉計画の趣旨を踏まえて、障がいの

ある人への一層の支援を図るために、以下のとおり基本理念、基本施策、重点施策に掲

げました。 

基本理念  「「みみんんななでで支支ええ合合いい、、ふふれれああいいをを大大切切ににすするる福福祉祉づづくくりり」」  

項 目（基本施策） 重点施策 

Ⅰ 地域福祉の促進 
○障がい福祉施策推進のための人材の確保・育成 

○各種福祉支援員の養成支援 

Ⅱ障がいへの理解の促進 
○広報誌による周知 ○各種福祉関連イベントの実施・支援 

○成年後見制度・地域福祉権利擁護事業の充実 

Ⅲ サービス提供体制の整備 

○就労系サービスの充実 

○グループホーム・ケアホームの充実 

○高齢障がい者に対するサービスの充実 

Ⅳ 相談支援体制の充実 

○重層的な相談支援体制の構築 

○障がい福祉関連の協議会を中核に据えた体制の充実 

○障がいのある人等に対する虐待の防止 

○相談支援専門員の育成と確保 

○障がい者と家族への支援 

Ⅴ 教育・子育て支援の充実 
○相談支援事業所を中核に据えた相談支援体制の充実 

○障がいの早期発見、早期治療・療育の充実 

Ⅵ 精神保健福祉の充実 

○生活の場、日中活動の場の整備拡充 

○精神障がいに関する理解の取り組み 

○社会的入院者の地域移行促進 

○福祉系リハビリテーションセンター設置検証及び既存資

源の活用 

Ⅶ 雇用・就業の促進 
○障がい者就業・生活支援センター等との連携 

○障がい者雇用促進に向けた啓発活動 

Ⅷ 情報・生活環境の整備 
○障がい種別に応じた情報提供の充実 

○各種広報媒体の活用 

Ⅸ 町単独事業の実施 
○障がい者(児)福祉体制整備推進事業の拡充 

○福祉関係機関連携会議 

Ⅹ 防災体制の整備 
○災害時要援護者支援制度の普及 

○障がい種別に応じた情報提供体制の確立 
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３．基本施策、重点施策 

Ⅰ 地域福祉の促進 

 

 福祉を推進していくためには、自助・公助・共助が相まって、公私が協働しながら取

り組みを進めていく必要があります。 

 その中で、障がい者と健常者の方がともに協働し、住み慣れた地域で安心して生活を

営むことのできる地域社会をめざすことが必要です。 

 今後、障がい者・ボランティア等を含めた地域住民の福祉の推進体制の強化に努めま

す。また、ボランティア団体や住民自治組織、当事者団体等、住民による主体的な活動

を支援し、活動しやすい環境の整備に努めます。 

 

【重点施策】 

 

○障がい者福祉施策推進のための人材の確保・育成 

・障がい者福祉施策の推進のため、町職員等の行政側の人材の確保・育成を図るとと

もに、障害福祉サービス事業所職員等、障がい者とかかわる方の人材の確保・育成

に努めます。 

・地域で活動する人材の発掘・育成に努め、ボランティアやＮＰＯの活動推進にあた

っての参加者や指導者の育成・確保に努めます。 

 

○各種福祉支援員の養成支援 

・訪問活動、相談、付き添い等を行う福祉支援奉仕員の養成を支援します。 

・視覚、聴覚障がい者の活動を支える幅広い人材の確保を図るための点訳、朗読、ガ

イドヘルパー、手話、要約筆記等の養成講座や講習会を開催し、養成と資質の向上

に努めます。 
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Ⅱ 障がいへの理解の促進 

 

利用者の意思を尊重した適切なサービスの提供 

 障がい者が住みなれた地域の中で自立し、主体的に社会参加できる地域社会を形成す

るために、障がいや障がい者に係わる正しい理解と認識を深めるための啓発・広報活動

の充実に努めます。 

 

障がいや障がいのある人に対する理解の促進 

 障がいについては、障がい者、障がい者の家族、その他すべての町民が正しく理解し

ていくことが大切です。町民全体の正しい理解により、障がいのある人が、共に生きる

仲間として尊重され、そして思いやりや助け合いの心で支え合う、心やさしい福祉社会

の実現のために、広報・啓発活動を推進します。 

 

【重点施策】 

 

○広報誌等による周知 

  「発達障がい啓発週間」（４月２日～４月８日）「障がい者週間」（１２月３日～１

２月９日）の周知を図るとともに、機会を活かして障がいへの理解を深める行事の

開催に努めます。 

 

○講座・講習会、各種福祉関連イベントの実施・支援 

 ・障がい福祉に関する啓発を行う講習会・研修会の充実に努め、地域・職場等での

障がいのある人に対する理解と認識を深めます。 

 ・障がいのある人が抱えるあらゆる問題をテーマとした学習会や、障がいの有無に

かかわらず、様々な人が参加・交流できるイベントを実施・支援します。 

 

○成年後見制度及び地域福祉権利擁護事業の充実 

・知的障がい者・精神障がい者等の判断能力が不十分な方が地域において自立した

生活が送れるよう、成年後見制度及び地域福祉権利擁護事業の周知に努めます。 
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Ⅲ サービス提供体制の整備 

 

 障がい者の自立と社会参加を促進するためには、地域や家庭で快適な生活が送れるよ

う、それぞれの障がいに応じた様々な福祉サービスの提供を確保する必要があります。 

 障害福祉サービスは、平成１５年度に「措置」から「契約」の理念を踏まえた「支援

費制度」へ、平成１８年度には地域生活移行を重視した「障害者自立支援法」へ、平成

２５年度からは、制度の谷間のない支援を提供する理念を掲げた「障害者総合福祉法」

が施行される予定で、ここ数年の中で目まぐるしく変化しています。 

障がい者の自己決定の尊重、利用者本位のサービスの提供を基本としながら、障がい

のある人ができるだけ自立した生活が送れるよう障害福祉サービスの質の向上を図り

ます。 

 また、障がい種別の特性に応じたサービスの提供の推進を図ります。 

 

【重点施策】 

 

○就労系サービスの充実 

 就労の場としては、就労移行支援や就労継続支援等が必要となりますが、本町では

事業者が少ないため、障がい者の働く場を確保し各々の生活の質の向上を図るために、

就労系サービスの充実を図ります。 

 

○グループホーム・ケアホームの充実 

 障がいのある人が施設や病院から地域生活へ移行するためには、生活の場としてグ

ループホームやケアホームが必要となります。また、「親無き後」の障がいのある人の

住まいの場としても期待できます。今後必要な量を確保するため、行政や事業所が連

携して設置に向け検討を進めていきます。 

 

○高齢障がい者に対するサービスの充実 

 ６５歳以上の障がい者は、原則として介護保険制度のサービスを利用することにな

りますが、各々の障がい特性を勘案し、必要に応じ障がい福祉関係施策に基づくサー

ビスを利用できる環境を整え、また、居宅介護支援事業者との連携を図っていきます。 
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Ⅳ 相談支援体制の充実 

 

 本町を障がいのある人の住みよい町にしていくうえで、相談支援体制の充実が最も重

要であると考えられます。 

 相談の場としては、行政窓口のほかに相談支援事業所、障がい福祉のサービスコーデ

ィネートや社会資源の活用助言をはじめ、障がいのある人とその家族に対する総合的な

相談支援が必要です。 

 今後も引き続き、行政・障がい者相談員及び障がい者相談支援事業所等が連携し、地

域において身近で利用しやすい相談支援体制をつくり、障がいのある人の日常生活にお

ける悩みや問題を、気軽に相談できる環境づくりを目指していきます。 

 

【重点施策】 

 

○重層的な相談支援体制の構築 

多種多様な相談に対応できるよう、地域の様々な相談に係る社会資源を活かしつつ、

連携しながら対応できるよう、総合的な相談窓口を設置し、重層的な相談体制を構築

できるよう努めます。 

 

○障がい者福祉関連の協議会を中核に据えた相談支援事業の充実 

 相談支援事業を適切に実施していくために障がい者自立支援協議会を設置し、相談

支援事業の運営評価、困難事例の対応方法の検討をしつつ、相談支援体制の充実を図

っていきます。 

 

○障がいのある人等に対する虐待の防止 

 障がい者自立支援協議会をはじめ、障がい者団体及び関係団体からなるネットワー

クを通じて、障がいのある人等に対する虐待の防止、虐待が発生した場合の迅速な対

応等へ向けたシステムの構築に努めます。 

 

○相談支援専門員の育成と確保 

相談支援専門員は、障がい特性や障がいのある人の生活実態に関する詳細な知識と

経験が必要であることから、本町においても相談支援専門員の指導に努め、円滑な相

談が可能となるよう努めます。 

 

○障がい者と家族への支援 

 障がいのある方への家族支援として、定期的な意見交換の場を設け、精神的

サポート・自立のための情報交換・障がい者福祉施策の充実を図るよう努めま

す。 
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Ⅴ 教育・子育て支援の充実 

 

 障がい者が社会の一員として様々な活動に参加し、住み慣れた地域において生きがい

を持って暮らしていくためには、それぞれのライフステージに応じた自立と、社会参加

に必要な能力を培うための教育が大変重要なものとなります。 

 今後、障がい児一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細やかな支援を行うために、

乳幼児期から学校卒業まで一貫して計画的に教育や療育を行うとともに、学習障がい

（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障がい（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症等について教育的支援を

行う等、教育・療育に特別なニーズのある子どもについて、一人ひとりのニーズに適切

な対応を図る必要があります。 

 この点を勘案し、福祉との連携については、相談支援事業所を中核に据え、障がいの

ある子ども一人ひとりのニーズに対応し、かつライフステージを見据えた支援を行うよ

う努めます。 

 また、障がい児が、身近な地域で専門的な療育や一人ひとりの障がいの状況に応じた

保育を受けられるよう、教育・福祉・医療等の関係機関との連携、ネットワークの形成

を進め、療育相談体制の充実や保育所・幼稚園における障がい児保育の促進を図ります。 

 一方、障がい児の親に対して育児・妊娠の不安や悩み等に対し、ストレスの解消を図

るための訪問指導体制の確立を関係機関と連携していきます。 

 

【重点施策】 

 

○相談支援事業所を中核に据えた相談支援体制の充実 

 相談支援事業所を中核に据え、教育機関、障がい者の家族及び行政等の個別支援会

議等を踏まえ、専門的な知見を有する障がい児への適切な支援を図っていきます。ま

た、障がいのある児童を持つ親及び福祉関係者の相互理解を図るため、意見交換等を

開催します。 

 

○障がいの早期発見、早期治療・療育の充実 

 妊婦や新生児、乳幼児に対する各種健康診査や保健指導等を充実させるとともに、

必要に応じて関係機関と連携し、発達障がい対策や療育事業を拡充していきます。ま

た、近年増加している生活習慣等に起因する中途障がいを予防する観点から、成人以

降に対する健康診査等についても充実を図ります。 
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Ⅵ 精神保健福祉の充実 

 

社会復帰・福祉施策の充実 

 障害者自立支援法の施行に伴い、精神障がいのある人も含め、障がいの種類に関係な

く障害福祉サービスを利用することができるようになりました。 

 しかしながら、精神障がいのある人を受け入れる体制は十分には整っていないのが現

状です。 

 精神障がいのある人の様々なニーズに対応するため、医療機関等と各相談支援事業者

との連携を図り、日常生活を送る上で必要なサービスを適切に提供できる体制の整備及

び、精神障がいに対する町民の正しい理解を図る等の新たな施策を推進していきます。 

 

【重点施策】 

 

○生活の場、日中活動の場の整備拡充 

本町は、精神障がいを主たる障がいとして福祉サービスを提供する事業者が限られ

ています。精神障がいのある方のニーズを踏まえ、生活の場や日中活動の場の確保に

努めます。 

 

○精神障がいに関する理解の取り組み 

 精神障がいのある人のケアについて、家族の悩み、不安を軽減するために啓発活動

に努めます。 

 

○社会的入院者の地域移行促進 

 精神障がいのある人の社会復帰へ向けて、数値目標を定め退院を促進します。 

 

 

リハビリテーションの充実 

 障がいの軽減を図るためにも、長期間の継続したリハビリテーションが必要です。こ

のことから、福祉系リハビリテーションセンターの開設等、障がいの特性にあったリハ

ビリテーションが円滑に行われるよう体制づくりにも取り組んでいきます。 

 

【重点施策】 

 

○福祉系リハビリテーションセンター設置検証及び既存資源の活用 

本町の地域特性を勘案し、障がいの特性にあった福祉系のリハビリテーションセン

ターの設置検証及び、既存資源の活用を検討していきます。 

 



 - 19 - 

Ⅶ 雇用・就業の促進 

 

 障がい者が地域で自立した生活をしていく手段の一つとして、就労は非常に大切であ

り、ただ単に自立生活の手段のためだけではなく、社会参加、社会貢献、さらには生き

がいにつながり、生活の質の向上に大変重要なものとなります。 

 そのため、障がいのある人の雇用の促進については、それぞれの障がい者の意思や能

力に応じた仕事が選択できるよう、企業、学校、事業者等関係機関との連携・協力によ

る支援体制の整備を図る必要があります。 

 また、就労した後の支援や離職後の再訓練等、障がいのある人一人ひとりの状況に合

わせた支援が行えるよう体制を整える必要もあります。 

 

 

【重点施策】 

 

○障がい者就業・生活支援センター等との連携 

障がい者就業・生活支援センターを中心とした就労支援等の定着を図るための支援

の更なる充実に努めます。 

また、ハローワークと連携し、障がいのある人に対する職業情報の提供に努めます。 

 

○障がい者雇用促進に向けた啓発活動 

 障がい者の雇用を促進するためには、体制を整備するだけでなく、働きやすい環境

づくりに向けた啓発を行っていくことが大切です。 

 そのために、障がい者就業センターやハローワーク等と連携しながら、職域の拡大

や障がいのある人が働きやすい環境づくりに努めていきます。 

 

 

 

【就労作業の様子】 
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Ⅷ 情報・生活環境の整備 

 

近年、障がい者施策をはじめ、福祉関係の諸制度の改正が多く、利用者が改正内容を

把握しきれない状況があります。今後、利用者の意思でサービスを選択し、利用してい

くためには制度や新規サービスの内容の理解を深めていくことが必要です。 

 そのため、広報誌やホームページ等を活用し、制度やサービスの内容の周知に向け広

報を行い、新制度の普及と定着に努めていきます。 

 また、広報誌やホームページの活用だけではなく、窓口においての周知も必要です。

そのため、熊本県発行の「障がい者のための福祉のしおり」等を用いた、制度やサービ

ス内容の説明や相談支援事業所が障害福祉サービスの内容について情報提供する等、利

用者の意思に基づきサービスが利用できるよう、制度や内容の周知に努めます。 

 

【重点施策】 

 

○障がい種別に応じた情報提供の充実 

ただ単に障がいといっても、視覚、聴覚、知的障がい等種別によって情報を伝える

手段は様々です。必要な情報を必要な時に入手できるよう障がい種別に応じた情報提

供を図ります。 

 

○各種広報媒体の活用 

・町が発行する広報誌をはじめ、インターネットを活用しホームページに福祉のペー

ジを作成することにより、福祉の情報や新しい制度の紹介を行い、周知を図ります。 

・行政の窓口において手帳交付時や各種手続きの申請時等を利用した情報提供を行う

とともに、関係機関の窓口にパンフレットを置いたり、イベントや交流活動時に配

布する等、情報の提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「芦北町障害者(児)福祉体制整備推進事業」 

○実施時期：平成１７年６月～ （町単独事業） 

○事業概要：  趣旨に賛同した法人（職員）に対して、町から訪問員証を交付して在宅

障がい者の訪問活動（アウトリーチ）を行う事業です。 

○対 象 者：在宅の身体、知的、精神障がい者、児童等 

○主な内容： 

・潜在化しているニーズを発掘し、適切なマネジメントを行うこと。 

・訪問を通して緊急時にスムーズに対応できるよう日頃から係わること。 

本町独自事業の紹介 

【訪問実績】 訪問対象者：２５０名  訪問延件数：６００件 

事業の効果：福祉サービスの結びつき、緊急時対応の迅速化、施設職員の資質向上 
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Ⅸ 町単独事業の実施 

 

 近年、障がい者を取り巻く環境が変化しているとともに、障がいのある人のニーズが

多様化しています。障害者自立支援法の枠組みはもちろんのことですが、このようなフ

ォーマルな社会資源だけでは、多様化するニーズに対応できない事例が多々あります。 

 よって、本町ではインフォーマルな社会資源の開発に努めつつ、芦北町らしい障がい

者福祉の体制整備を構築するよう努めます。 

 また、様々な生活ニーズを有する在宅障がい者の生活を支援するため訪問事業「芦北

町障がい者（児）福祉体制整備推進事業」を平成１７年度から開始していますが、この

事業を本町の重点事業に据えて、障がいのある方や各関係機関の意見を広く聴取し、町

内の障がい者福祉における体制整備の在り方を研究していきます。 

 

【重点施策】 

 

〇芦北町障がい者（児）福祉体制整備推進事業の拡充 

潜在的ニーズを表出させる訪問活動と併せて障がい者のニーズに応じたインフォ

ーマルサービスの開発に努めます。 

 

〇芦北町福祉関係機関連携会議 

行政、障がい者福祉関係機関が定期的な意見交換の場を設けることで、福祉従事者

等の質の向上を図り、障がい者福祉の底上げを図ります。 

 

 

 

 

ねんりんピック 2011 熊本 協賛イベント（平成23年10月16日開催） 

  2011 全国バリアフリーディスクゴルフ競技あしきた大会 

                         開催の様子 
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Ⅹ 防災体制の確立～安全な暮らしを確保するために～ 

 

 障がいのある人の生命・財産を守り、安全にかつ安心して生活することができる社会

の実現をめざします。 

 

地域の福祉防災ネットワークの確立 

 障がいがあることによって、災害への対応が困難な状況があります。 

 防災には、地域住民が一体となって取り組む必要があり、地域における障がいのある

人に対する支援を行うために様々な機関が連携を図る必要があります。 

防災知識の普及 

 防災は、広報等によって周知していますが、障がい種別に応じた対応の在り方を検証

し周知する必要があります。 

・障がいのあるなしに関わらず、誰もがわかりやすい防災に関する情報の提供に努めま

す。 

・障がい種別に応じ災害等に備えた予防的取り組みや発生後の支援計画等をまとめた

「災害時要援護者避難マニュアル」に基づき普及を促進します。 

 

災害時・緊急時における避難体制等の確立 

 災害発生時における避難情報の取得は非常に重要です。視覚障がいのある人や聴覚障

がいのある人はテレビやラジオからの情報に制限を受けます。また、避難勧告等のサイ

レンについても認識できない場合があります。 

 災害情報等を適切に提供するために、障がい種別に応じた情報提供体制の確立が求め

られます。 

・災害時要援護者避難支援計画を策定し、情報提供体制の整備に努めます。 

 

【重点施策】 

 

〇災害時要援護者支援制度の普及 

 災害が起きたとき、手助けを必要とする方に対して、関係機関や地域が連携して支

援する本制度の周知を図り、必要と思われる方の登録者数を増やしつつ、日ごろから

の地域全体の見守り活動も兼ねて制度の普及を図っていきます。 

 

〇障がい種別に応じた情報提供体制の確立 

視覚障がい、聴覚障がいの方等、障がい特性に応じた情報提供の支援を検討してい

きます。 
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４．ヒアリング等の実施結果 

 

 町福祉課では、現計画を策定した時と同様に、町内の障害福祉サービス事業

者及び身体障がい者福祉団体連合会、手をつなぐ育成会及び精神障がい者地域

家族会に対してヒアリングを実施し、個々で抱えている現状、課題及び町障が

い者施策に対しての要望について広く聴取しました。 

ヒアリングの結果については、町障がい者施策に対して重複する意見が多数

ありましたので、以下のように総合的に勘案しまとめ、基本施策、重点施策と

同様に今後取り組んで行きます。 

 

（１）制度の周知 

 複雑多岐に渡る障がい者福祉関連施策の制度説明や障がいのある人への地域

住民の理解促進が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）一般就労への支援 

 調査の結果をみると、福祉的就労や一般就労の確保が求められています。 

 障がい者が働く場所の確保は、就労の種類を問わず、事業所や事業主の理解

が必要であり職場開拓や就労しやすい環境づくりが併せて必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヒアリングの結果】 

〇就労支援の促進、地域移行と個々のライフステージを見据えた社会資源の連

携と構築。 

〇共同生活援助等、地域における居住系サービスの充実と就労促進を見据えた

職場の開拓。 

〇就労に向けた活動、地域の中での居住の場の確保。 

〇生産活動から工賃支払が可能となるような販売ルート等の開拓。 

 

【ヒアリングの結果】 

〇分かりやすい制度・施策等の情報の伝達。家族・利用者の意識改革の必要性。 

〇障害者福祉施策の理解不足のため、生活改善が可能な場合でも利用されない

ケースを防ぐ体制づくり。 

〇定期的な情報の提供（しおり等の作成）。 
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（３）行政・地域・障がい者関連団体との連携 

サービスの提供、障がい種別に関わりなく町内の社会福祉法人や任意団体等

を始め、地域や行政も今まで以上に連携し関係機関が一体となって、一人ひと

りの障がい者を支援していくことが必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）行政機関の改革 

 行政は障がい者福祉施策のあり方を検討する機関であり、今後も市町村の役

割は重要になってくるため、一層の行政サービスの充実が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査結果】 

〇連携は重要であるが現状は少なく、定期的な情報交換が必要。障害者施設等

の職員一人ひとりが自覚を持ち、住んでいる地域で福祉活動を担うことがで

きるような体制づくり。 

〇三障がいにおける任意団体の横のつながり、必要な場合は互いに活動できる

ような仕組みづくり。 

〇本人、行政、事業者、住民等を含めた意見交換の場を設ける。 

〇施設職員等を主体とした、各地域での福祉ネットワークの構築。 

【調査結果】 

〇町職員との連絡調整がより緊密にできる体制づくり。 

〇行政の財政事情を勘案し、真に必要な制度の整備。 

〇市町村格差が今後明確になってくるため、しっかりとした長期ビジョンに沿

った整備づくり。 

〇専門的な知識を持ったコーディネーターの配置。社会福祉士等の福祉専門職

を継続して配置。 

〇行政または社会福祉協議会を中心とした支援体制の組織化。 

〇土・日曜日・祝日の福祉活動への参加の促進。 
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（５）地域生活を進めるための取組み 

 障がいを持たれる方が、生活の場を施設から地域へ移行するために「受け皿

となる生活の場の確保」、「社会参加の必要性」、「相談体制や情報提供体制の充

実」、「障がい者に対する地域の理解」、「地域での生活を支えるための地域支援

体制の必要性」等、さまざまな課題が散見している現状を勘案し、今後は、行

政、施設、事業所及び関係機関・団体が連携して障がいに対して地域社会での

理解を深めていくことが必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）障がいや障がいのある人への理解 

 （５）と併せて地域生活への移行を進めていくためには、地域の障がいへの

幅広い理解を深めて行く活動が必要。 

 また、県で策定された「障がいのある人もない人も共に生きる熊本づくり条

例」の理念や趣旨から、障がいに対する誤解や偏見を解消する取り組みも必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査結果】 

〇各人のライフステージを見据えた各関係機関との密な連絡調整。 

○フォーマル・インフォーマルなサービスを組み立てて支援する地域社会づく

りの必要性。 

〇社会資源の全体的な不足の解消。 

〇障がいのある人に対する日中活動の場の提供。 

〇芦北町障害者(児)福祉体制整備推進事業の強化。 

〇介護者の高齢化、経済負担の増加、重度の障害者にとって居宅サービスだけ

で生活が可能であるかどうかの検討の必要性。 

〇障がい者制度の情報を得る手段が少ないため、在宅障がい者及び家族に障が

い福祉施策を理解してもらう為には、様々な手法を用いた情報の伝達が必

要。 

【調査結果】 

〇地域住民向けに精神障がいに対する正しい知識の啓発が必要。 

〇誰もが、いつかは自分自身が病気になるかもしれないという認識が必要。 

〇障がい者も希望をもって地域で生活したい。 

〇福祉はずいぶん理解されてきている様子だが、障がい者については、まだま

だと言える。 

〇障がいのある人が安心して家から外へ出られる環境づくり。 

〇障がいのある人及び家族の実情とニーズの把握の必要性。 

〇地域住民への障がい者福祉教育を実施する拠点の設置。 
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第４章 芦北圏域の取り組み 

 

１．圏域の現状 

 熊本県では、県内を１１の障がい保健福祉圏域に区分しています。本町は、水俣市と

津奈木町の１市２町で区分され、圏域単位で必要な事業に取り組んでいます。芦北圏域

の障がい者施策の動向としては、障がい者手帳保持者は増加傾向であり、人口に占める

手帳保持者数の割合は県内でも高くなってきています。 

 一方、障害福祉サービスの提供体制については、県障がい者福祉計画及び各市町の障

がい者計画に基づき取り組みが進んできていますが、他の圏域と比べてまだ十分ではな

く、地域間の格差があるのが現状です。 

 

２．圏域の課題 

 芦北圏域は水俣病の健康被害が発生した地域であり、水俣病被害者である障がい者の

方も多く生活されています。こうした事情も踏まえ、地域のもやい直しを推進し、すべ

ての障がい者が住み慣れた地域で自分らしく安心して生活できるように社会資源の整

備やニーズに応じた支援体制の充実を図っていく必要があります。 

 

３．圏域での重点課題 

 

相談支援体制の充実 

 障がい者の身近なところで安心して相談ができ、必要な情報の提供や障害福祉サービ

スの利用等適切な支援が受けられるように地域自立支援協議会を中心として関係機関

によるネットワークの強化を進め、総合的な相談支援体制の充実を図っていきます。 

 

地域療育体制の整備 

 身近なところで療育や支援を受けることができる地域の体制づくりを目指して、水

俣・芦北地域療育センターを中心に各分野の関係機関との連携強化を図りながら、地域

のニーズや課題の把握を行い、ライフステージに応じた療育体制の整備や支援者の育成

に向けた取り組みを行っていきます。 

 

就労支援の促進 

 就労支援については、一般就労だけにこだわらず、障がい者の生きがい作りを基本に

障がい者就労支援ネットワークの活動を中心としてハローワークや障がい者就業・生活

支援センターと連携しながら圏域内の企業や事業者に対し、障がい者就労についての啓

発や雇用・実習の受け入れ先の開拓を行っていきます。 
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第５章 障がい福祉計画の策定 

１ 計画の基本理念等についての考え方 

（１） 基本理念について 

 本町では、障がい者の自立と社会参加を基本とする障害者自立支援法の理念を踏まえ、

次に掲げる点に配慮して障がい福祉計画を策定することとします。 

 なお、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見

直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する

法律」（昭和２２年法律第７１号。）により各障がい者施策の改正も踏まえ、平成２６年

度を目標年度として、目標値を設定します。 

 

 

 

 

① 障がい者等の自己決定と自己選択の尊重 

 ユニバーサルデザインの理念の下、障がいの種別、程度を問わず、障がい者等が

自らその居住する場所を選択し、その必要とする障害福祉サービス等を受けつつ、

自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービスの提供体

制の整備を進めます。 

 

② 三障がい等に係る制度の一元化 

○ 障害福祉サービスの実施主体は、市町村を基本とする仕組みに統一するととも

に、従来、身体障がい、知的障がい、精神障がいと障がい種別ごとに分かれてい

た制度を一元化することにより、立ち後れている精神障がい者等に対するサービ

スをはじめとした障害福祉サービス等の充実を図り、地域間の格差が生じること

のないよう、障害福祉サービスの充実を図ります。 

○ また、発達障がい者及び高次脳機能障がいについては、従来から精神障がい者

に含まれるものとして法に基づく給付の対象となっていますので、引き続きその

旨の周知を図ります。 

 

③ 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

 障がい者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった新たな

課題に対応したサービス提供体制を整えるとともに、障がい者等の生活に対して地

域全体で支えるシステムを実現するため、地域の社会資源を最大限に活用したサー

ビス提供体制の整備を進めます。 
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（２）障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保について 

 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保にあっては、次に掲げる点に配慮し

て数値目標を設定し、計画的な整備を行います。 

 

① 県内どこでも必要な訪問系サービスを保障 

 訪問系サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護に区分されます。また、平成

２３年１０月から重度身体障がい者を対象に外出支援として新たに「同行援護」が開始

されました。 

 町内では、訪問系サービス量は確保していますが、事業者の主たる障がいの特定によ

り場合によっては受け入れることが困難な質の問題があります。 

 このことから、立ち後れている精神障がい者に対するサービスをはじめとして訪問系

サービスの質の充実を図ります。 

 

② 希望する障がい者に日中活動系サービスを保障 

 本町では、生活介護、就労継続支援等の日中活動系サービスを整備し、個々の障がい

特性を勘案し適したサービスを提供しています。 

 今後とも、障がい者のニーズに応じた日中活動系サービスの充実を図ります。 

 芦北町には２か所以上のいわゆる小規模作業所があり、福祉施設とあわせて身近な地

域における障がい者の日中活動の場としての機能を果たしています。 

 

③ グループホーム等の充実を図り、入所等から地域生活への移行を推進 

 障がい福祉計画に沿って、本町では共同生活援助（グループホーム）及び共同生活介

護（ケアホーム）が整備されました。 

 今後も、障がい者のニーズを把握しつつ、地域における居住の場としての共同生活援

助及び共同生活介護の充実を図るとともに、地域における住まいの場としての機能及び

自立訓練事業等の推進により、施設入所や入院から地域生活への移行を進めます。 

 

④ 相談支援体制の充実とネットワークの構築 

（１）相談支援が実施できる体制の整備 

 行政窓口のほかに相談支援事業所、障がい福祉のサービスコーディネートや社会資

源の活用助言をはじめ、障がいのある人とその家族に対する総合的な相談支援は必要

不可欠であるため、行政・障がい者相談員及び障がい者相談支援事業所等が連携し、

地域において身近で利用しやすい相談支援体制を整備します。 

 

（２）地域自立支援協議会の在り方を明示 

  本町及び圏域で自立支援協議会等の場を活用し、関係機関との意見交換等を通して、

地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う場づくりを目指します。 
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日中活動系サービス 

訪問系サービス 

地

域

生

活

支

援

事

業 

自

立

支

援

給

付 

居 宅 介 護 （ ホ ー ム ヘ ル プ ） 

重 度 訪 問 介 護 

同 行 援 護 

行 動 援 護 

療 養 介 護 

短 期 入 所 （ シ ョ ー ト ス テ イ ） 

生 活 介 護 

共同生活介護 （ ケアホーム ） 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

就 労 移 行 支 援 

就 労 継 続支援 （ A 型 ・ Ｂ 型 ） 

共同生活援助(グループホーム） 

相 談 支 援 事 業 

コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 支 援事業 

移 動 支 援 事 業 

地 域 活 動 支援 セ ン タ ー 事 業 

日常生活用具の給付等事業 

施 設 入 所 支 援 

相 談 支 援 

自 立 支 援 医 療 

日 中 一 時 支 援 事 業 

成年後見制度利用支援事業 

本 人 活 動 支 援 事 業 

そ の 他 

補 装 具 

重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 

２．障害者自立支援法のサービス体系 

「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の二つの柱で、障がい者への総合的な支援

を実施します。「自立支援給付」は、介護支援のための「介護給付」や、自立訓練や就

労移行支援のための「訓練等給付」等のサービスです。「地域生活支援事業」は、地域

での生活をより円滑にするサービスです。サービスを「訪問系」「日中活動系」「居住系」

に分け、必要に応じて選択し、組み合わせて利用する仕組みです。 
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第６章 障害福祉サービスの概要と見込量 

自立支援給付の概要と見込量 

 自立支援給付に位置づけられている「訪問系サービス」「日中活動系サービス」「居住

系サービス」「相談支援」の各サービスの見込量を設定しています。 

 また、「重度障害者等包括支援」は県内に事業者がないこと、また児童デイサービス

は、障害者自立支援法から児童福祉法へ位置づけられることから、計画には掲載してい

ません。 

１．訪問系サービス 

（１）居宅介護 

 居宅介護は、障がい児（者）のいる家庭に対して、ヘルパーを派遣し、入浴、排泄、

食事等の身体介護や洗濯・掃除等の家事援助を行います。 

 

 

 

 

（２）重度訪問介護 

 重度訪問介護は、重度の肢体不自由者で常時介護を要する人に対して、家庭にヘルパ

ーを派遣し、生活全般にわたる介護のほか、外出時における移動中の介護を行います。 

 

 

 

 

（３）同行援護 

 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供（代筆・

代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行います。 

 

 

 

 

（４）行動援護 

 行動援護は、知的障がいまたは精神障がいによって行動上著しい困難がある人に、外

出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護等を行います。 

 

 

 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

時間／月 126 137 148 160 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

時間／月 126 172 172 172 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

時間／月 26 28.5 57 85.5 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

時間／月 0 34 34 34 
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２．日中活動系サービス 

（１）生活介護 

 常に介護を必要とする状態で、障害程度区分が３以上である人、または年齢５０歳以

上で障害程度区分２以上である人に対して、主に日中に障がい者支援施設等で行われる

入浴、排泄、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供を行います。 

 

 

 

 

※ 「人日／月」＝「月間の利用人員」×「１人１月あたりの平均日数(２２日)」 

（２）自立訓練（機能訓練） 

 機能訓練は、地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等の支援が必要な

身体障がいのある人を対象に、自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期

間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

 

 

 

※ 「人日／月」＝「月間の利用人員」×「１人１月あたりの平均日数(２２日)」 

（３）自立訓練（生活訓練） 

 生活訓練は、地域生活での生活能力の維持・向上等の支援が必要な知的障がい・精神

障がいのある人を対象に、自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、

生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

 

 

 

※ 「人日／月」＝「月間の利用人員」×「１人１月あたりの平均日数(２２日)」 

（４）就労移行支援 

 就労を希望する６５歳以上の人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職

場実習等を、一定期間の支援計画に基づき行います。 

 

 

 

 

※ 「人日／月」＝「月間の利用人員」×「１人１月あたりの平均日数(２２日)」 

 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人日／月 1,520 1,742 1,874 2,016 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人日／月 18 20 22 24 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人日／月 18 20 22 24 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人日／月 49 53 58 63 
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（５）就労継続支援（Ａ型） 

 就労継続支援Ａ型では就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、事業所にお

いて雇用契約に基づく就労が見込まれる人に対して、雇用契約を締結します。就労の場

を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

 

 

 

※ 「人日／月」＝「月間の利用人員」×「１人１月あたりの平均日数(２２日)」 

（６）就労継続支援（Ｂ型） 

 就労継続支援Ｂ型は、企業等や就労継続Ａ型での就労経験がある人で、年齢や体力面

で雇用されることが困難となった人、就労移行支援を利用したが、企業や就労継続Ａ型

の雇用に結びつかなった人等を対象に、就労の場を提供するとともに、就労に必要な知

識・能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

 

 

 

※ 「人日／月」＝「月間の利用人員」×「１人１月あたりの平均日数(２２日)」 

（７）療養介護 

 病院等への長期入院による医療に加え、常時介護を必要とする人であって①障がい程

度区分６で気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている障がい者②障害程

度区分５以上である筋ジストロフィー患者または重度障がい者を対象に、医療機関で機

能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助等を行います。 

 

 

 

 

（８）短期入所 

 自宅で介護を行う人が病気の場合等に、障がい者支援施設やその他の施設へ短期間の

入所による入浴、排泄、食事の介護を行います。 

 

 

 

 

※ 「人日／月」＝「月間の利用人員」×「１人１月あたりの平均日数(２２日)」 

 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人日／月 53 58 63 69 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人日／月 774 1,223 1,321 1,427 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人 0 20 22 24 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人日／月 94 102 111 120 
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３．居住系サービス 

（１）共同生活援助（グループホーム） 

 日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精

神障がい者に対して、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行いま

す。 

 

 

 

 

（２）共同生活介護（ケアホーム） 

 日中に活動または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がい者または精

神障がい者で障害程度区分２以上の者に対し、地域の共同生活の場において、入浴、排

泄及び食事の介護を行います。 

 

 

 

 

（３）施設入所支援 

 介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用

している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 

 

 

 

 

４．相談支援 

（１）計画相談支援 

 相談支援事業所が、対象となる障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障がいの

ある人の心身の状況や置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向等を勘

案し、サービス等利用計画を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人 15 17 19 21 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人 9 10 11 12 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人 71 77 ７７ ７７ 

サービス見込み量 
単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

人/月  １７ １９ ２０ 
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（２）地域移行支援、地域定着支援 

 障害者支援施設又は精神科病院へ入所・入院している障がい者を対象として、相談支

援事業所が、地域移行支援計画を策定し地域定着支援も行うことで、住居の確保支援や

地域生活の定着支援を図ります。 

 

 

 

５．障害福祉サービスにおける見込量確保の方策 

 本町では障害福祉サービスの事業展開にあたり、障がい者プランの施策と併

せて、障害福祉サービスの見込量を確保するための方策を以下のように計画し

ます。 

 

（１）訪問系サービス 

 ３障がいが一元化されたことから、障がい特性を理解したヘルパーの確保・

養成に努め、サービスの充実を図っていきます。 

 また、サービス内容や対象者等について十分な情報を提供するとともに、実

施事業者の確保に努めます。 

 

① ヘルパーの質の向上 

 ・ ヘルパー事業所相互の情報交換を促進します。 

 ・ ヘルパー事業所に対して障害福祉サービス提供に関する指導や支援を行

います。 

 

② 相談支援事業所とヘルパー事業所の連携 

 ・ 困難なケースに対する相談支援事業所のサポート体制を整備します。 

 ・ ケアマネジメント手法を活用した障害福祉サービスを提供します。 

 

 

 

サービス見込み量 
サービス名 単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

地域移行支援 人/月  1 2 3 

サービス見込み量 
サービス名 単位 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

地域定着支援 人/月  1 2 3 
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（２）日中活動系サービス 

 地域での生活を進める上で、日中活動の場の整備が必要となります。そのた

め、サービス利用希望者を把握するとともに、利用希望者に事業者情報を提供

していきます。 

 また、就労移行支援事業や就労継続支援事業に関しては、地域の関係機関や

団体と連携しながら、福祉的就労の促進に努めるとともに、自立した生活を支

えることができるよう留意していきます。 

 

① 地域の体制づくり 

 ・ 新体系移行についての相談支援の充実を図ります。 

 ・ 利用者が自らサービスを選べるよう図ります。 

 ・ 施設職員の交流や研修により施設間の格差をなくし、意識の向上を図り

ます。 

 

② 就労移行支援へ向けた障がい者就業・生活支援センターとの連携強化 

 ・ 障がい者就業・生活支援センターをはじめ関係機関との連携強化を図り

ます。 

 ・ 公共職業安定所との連絡強化を図ります。 

 ・ 就労に携わる支援員を養成し、事業所間との連絡調整を図ります。 

 

（３） 居住系サービス 

 共同生活援助や共同生活介護については、今後も整備が必要となるため、地

域の理解を深めながら、整備していくとともに、生活の場の確保に努めていき

ます。 

 

① グループホーム・ケアホームの拡充 

・ 施設から地域生活移行へは、居住系の確保は不可欠なため、設置へ向け

た取り組みを検討します。 

 ・ 行政、地域、施設等の連携を強化し、居住系サービスの機能をレベルア

ップするよう努めます。 

 

② 利用者の状況把握 

 ・ 地域及び施設入所者の意向を聞きながら整備に努めます。 
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第７章 地域生活支援事業の概要と見込量 

１．地域生活支援事業とは、 

 障がい者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう地域の特性や

利用者の状況に応じた事業を実施します。 

 地域生活支援事業には、必要な情報の提供等を行う事業、手話通訳者の派遣等を行う

事業、日常生活用具の給付または貸与、移動を支援する事業及び通所による創作的活動

等の機会の提供を行う「必須事業」と、その他市町村の判断により実施する「その他」

の事業に分けられます。 

 

２． 必須事業の見込量 

（１） 障がい者相談支援事業 

ア 相談支援事業 

 障がい者等からの相談に応じ、必要な情報提供やサービス

の利用支援、関係機関の連絡調整等必要な援助を行います。 

 

 年  度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

実施箇所数 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

※基幹相談支援センター、相談支援機能強化事業、住宅入居等支援事業については、平

成２４年度から平成２６年度の期間中に実施の有無を検討します。 

 

イ 地域自立支援協議会 

 相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関する

システムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議

の場として機能します。 

 

 年  度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

実施箇所数 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 

 

（２） 成年後見制度利用支援事業 

 

 障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる

知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することによ

り、権利擁護を図ります。 

 

 年  度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

実施件数 ０件 １件 １件 １件 
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（３） コミュニケーション支援事業 

 

 聴覚、言語、音声機能等の障がいのために、意思疎通を図ることに支障があ

る障がい者等に、障がい者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳等の派

遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ります。 

 

 年  度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

実施件数 ２件 ２件 ２件 ２件 

※手話通訳者設置事業については、平成２４年度から平成２６年度の期間中に、実施の有無を検

討します。 

 

（４） 日常生活用具給付等事業 

 
 重度障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与するこ

と等により、日常生活の便宜を図ります。 

 

年  度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

介護・訓練支援用具 0 1 1 1 

自立生活支援用具 0 5 5 5 

在宅療養等支援用具 1 2 2 2 

情報・意志疎通支援用具 8 8 8 8 

排泄管理支援用具 207 207 2０7 207 

居宅生活動作補助用具(住宅改修) 1 1 1 1 

 

（４） 移動支援事業 

 

 身体障がい者（児）、知的障がい者（児）、精神障がい者（児）に対して屋外

での移動が困難な障がい者について、外出のための支援を行うことにより、地

域における自立生活及び社会参加の促進を図ります。 

 

 年  度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

利用見込者数 ２ ４ ６ ８ 
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（５） 地域活動支援センター 

 

 障がい者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との

交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化

し、もって障がい者等の地域生活支援の促進を図ります。 

 

（機能強化事業） 

 年  度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

１件 １件 １件 １件 
実施箇所数 

１件 １件 １件 １件 

※上段は本町設置分、下段は水俣芦北圏域のセンター数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発達障害者支援法には、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってそ

の症状が通常低年齢において発現するものとして政令に定めるもの」と定義され

ています。 

 

－自閉症の定義－ 

 

 

 

－学習障害の定義－ 

 

 

 

－注意欠陥多動性の定義－ 

 

 

 

※アスペルガー症候群 

 「知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れ 

を伴わないものである。」 

※高機能自閉症 

 「知的発達の遅れがないものの、自閉症の症状が現れるもの」 

発達障がいの定義 

 ３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達

の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の

障がい。 

 基本的に全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計

算する又は推論する能力のうち特定のものの修得と使用に著しい困難を示す

様々な状態。 

 年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、衝動性及び多動性を特徴とする行

動の障がいで、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。 



 - 39 - 

第８章 計画の推進体制 

 

１．関係機関相互の連携 

 障がいのある人に対する施策は障がい者福祉分野に限らず、教育・住宅・交通・情報

等広範な分野に渡るため、町の福祉・保健の施策の連携はもとより、町内関連機関及び

医療機関や保健所等との相互連携を図りながら本計画の推進に努めます。 

 また、地域の関係機関によるネットワークの構築、障がい者プランの具体化に向けた

協議を行うために、障がい者関係団体、福祉サービス事業者、保健・医療機関等の関係

者で構成する「地域自立支援協議会」を設置します。 

 

２．地域における各種関係団体、民間企業等との連携 

 障がいのある人の地域移行や就労支援等を進めるためには、本町だけではなく、町民、

各種関係機関及び団体や企業の協力が必要であるため、地域で連携しながら計画の推進

を図ります。 

 また、障がいのある人自身の自立に向けての努力も不可欠なものにあります。町、地

域住民や福祉団体、障がいのある人、これら３者のパートナーシップにより、計画の実

現に向けた取り組みも行っていきます。 

 

３．国・県との連携 

 計画を推進するにあたっては、今後の制度の改正等も重要となるため、国・県と連携

しつつ、制度の改正等の変化を踏まえて施策を展開していきます。 

 また、障害福祉サービスに関わる人材の養成等についても関係機関と連携しながら、

推進していきます。 

 一方、制度を施行していく中で問題点等が生じた場合は県を通じて、県や国へ改善を

要望していきます。 

 

４．計画の進行管理・評価体制 

 本計画の内容を具体化するためには、その達成度を評価し、必要に応じて見直すこと

が求められており、そのための進行管理等を含む評価体制として、芦北町障がい者（児）

自立支援協議会を設置し、年度毎に開催します。 

 この協議会において、計画の達成状況を評価し、その結果を踏まえて随時計画の方向

性を修正します。 
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第９章 整備法のポイント 
 

 新たな障害者福祉法制度である「障害者総合福祉法」施行までのつなぎ法となる「障

がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの

間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（整備

法）」が、平成２２年１０月に公布されました。 

 法律の概要は次のとおりです。 

 

１ 趣旨                     施行期日：平成２２年１２月１０日 

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障がい保健福祉施策を見直す

までの間において障がい者及び障がい児の地域生活を支援するため、関係法律を整備す

るものであることを明記しました。 

 

２ 利用者負担の見直し              施行期日：平成２４年 ４月 １日 

 ○利用者負担の規定の見直し 

   法律上も負担能力に応じた負担が原則であることを明確化しました。 

 ○利用者負担の合算 

   高額障害福祉サービス費について補装具費と合算することで、利用者の負担を軽

減します。 

 

３ 障がい者範囲の見直し             施行期日：平成２２年１２月１０日 

 障害者自立支援法のサービスをより受けやすくする観点から、発達障がい者が障が

い者の範囲に含まれることを法律上明示しました。 

※ 発達障がいについては、発達障害者支援法が整備され、発達障がいの定義規定も

置かれています。 

※ あわせて、高次脳機能障がいについては専門の法律がないため、大臣告示や通知

等で対象であることが明確化されています。 

 

４ 相談支援の充実                施行期日：平成２４年 ４月 １日 

 ○相談支援体制の強化 

・ 地域における相談支援体制の強化を図るため中心となる総合的な相談支援センター

（基幹相談支援センター）の設置 

・ 自立支援協議会については、設置の促進や運営の活性化のため、法律上に根拠を設

けます。 

・ 地域移行や地域密着についての相談支援を充実します。（地域移行支援・地域定着支

援の個別給付化。） 
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○支給決定プロセスの見直し等 

・ 支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定の参考とするよう見直し

ます。 

・ サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大します。 

 

５ 障がい児支援の強化              施行期日：平成２４年 ４月 １日 

 ○児童福祉法を基本とした身近な支援の充実 

・ 重複障がいに対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるよう、障がい種別

等に分かれている現行の障がい児施設（通所・入所）について一元化します。 

・ 在宅サービスや児童デイサービスの実施主体が県から市町村へ事務等移管されます。 

 

○放課後等デイサービス等訪問支援の創設 

・ 学齢期における支援の充実のため、「放課後等デイサービス」を創設します。（２０

歳に達するまで利用できるよう特例を設けます。 

・ 保育所等を訪問し、専門的な支援を行うため、「保育所等訪問支援」を創設します。 

○在園期間の延長措置の見直し 

  １８歳以上の障がい児施設入所者については、障がい者施策（障害者自立支援法）

で対応するように見直します。 

 

６ 地域における自立した生活のための支援     施行期日：平成２３年１０月 １日 

 ○グループホーム・ケアホーム利用の際の助成の創設 

   グループホーム・ケアホーム入居者への居住に要する費用を助成します。 

 ○重度の視覚障がい者の移動支援の個別給付化 

   重度の視覚障がい者の移動支援についても、地域での暮らしを支援する観点から、

同行援護を創設します。 

 

７ その他 

 ○平成２２年１２月１０日施行 

  ・「その有する能力及び適性に応じ」の削除 

  ・児童デイサービスに係る利用年齢の特例（２０歳までの利用） 

 ○平成２４年 ４月 １日施行 

  ・成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ 

  ・事業者の業務管理体制の整備等 

  ・精神障がい者地域生活を支える精神科緊急医療の整備等 

 

 

 


